
五島市監査委員公表第１７号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和５年４月の例月財務監査を実施したので、その結果を同条第９項の規定により、別紙

のとおり公表する。 

 

令和５年７月２８日 

 

                      五島市監査委員 橋 本 平 馬 

                      五島市監査委員 荒 尾 正 登 
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５五監第２７５号   

令和５年７月２８日   

   

五島市議会議長 木 口 利 光 様 

五島市長 野 口 市太郎 様 

五島市教育委員会教育長 村 上 富 憲 様 

五島市選挙管理委員会委員長 平 田 國 廣 様 

五島市代表監査委員 橋 本 平 馬 様 

五島市農業委員会会長 山 田 勝 久 様 

 

五島市監査委員 橋 本 平 馬 

五島市監査委員 荒 尾 正 登      

 

令和５年度例月財務監査結果報告の提出について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき、

令和５年４月分例月出納検査に併せて例月財務監査を実施したので、同条第９項の規定に

よりその結果に関する報告を次のとおり提出します。 

なお、地方自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、講じた措置の状況について、令

和６年１月２８日までに本職に通知ください。 

記 

令和５年度例月財務監査結果報告書（令和５年４月会計伝票監査分） 

第１ 監査の基準 

この監査は、五島市監査基準（令和２年五島市監査委員告示第１号）に準拠して実施

した。 

第２ 監査の種類 

例月財務監査（地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定による監査） 

第３ 監査の対象 

一般会計、特別会計及び歳入歳出外現金並びに水道事業会計の令和５年４月分の収入

及び支出に関する会計伝票 

第４ 監査の着眼点 

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の

経費で最大の効果を挙げるようにしているかを主眼において実施した。 

第５ 監査の主な実施内容 

例月出納検査に併せて、毎月提出される会計伝票から抽出し、収入及び支出の有効性、

効率性、経済性、合規性等の観点から監査した。 
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第６ 監査の実施場所及び日程 

１ 監査の期間  令和５年５月１８日から同年７月２１日まで 

２ 実施場所   監査委員事務局等 

 (1) 事情聴取 

ア 実施場所 市役所３階Ｂ会議室 

イ 日  程 令和５年７月７日 

 (2) 講評会 

ア 実施場所 市役所３階Ｃ会議室 

イ 日  程 令和５年７月２１日 

第７ 監査の結果 

第１から第６までの記載事項のとおり監査した限りにおいて、次の指摘事項を除き、

監査の対象となった財務に関する事務は法令に適合し、正確に行われ、最少の経費で最

大の効果を挙げるようにしていることが認められた。 

１ 指摘事項 

(1) 債務負担行為を設定すべき業務委託契約等について 

ア ふるさと納税に関する業務委託契約について 

総務企画部政策企画課（以下「政策企画課」という。）は、令和３年６月４日に、

ふるさと納税事務に係る業務において、ふるさと納税ポータルサイト運営事業者

（以下「本件事業者」という。）とふるさと納税に関する業務委託契約（以下「本

件契約」という。）を締結している。本件契約書の第１３条第 1 項は、「本契約の

有効期間は、末尾記載の本契約締結日より本契約締結日が属する当年の翌年３月

末日までとする。但し、期間満了の３ヵ月前までに甲乙（五島市と本件事業者）か

ら文書による本契約の変更又は更新しない旨の申入れがない場合、本契約は同一

条件にて更に１年間自動的に更新されるものとし、以後同様とする。」と規定して

いる。これは、いわゆる自動更新条項であり、これにより、本件契約は、期限到来

とともに次年度の予算を義務付ける内容となっている。 

政策企画課によると、本件契約については、単年度契約を結ぶことを前提に契

約事務を行っており、次年度以降は本件事業者が運営するポータルサイトを継続

して使用する確約がないため、令和４年度及び令和５年度において、債務負担行

為を設定することなく契約を更新しているとのことである。 

契約書上の自動更新条項と債務負担行為に関しては、「地方財務実務大全」によ

ると、業務委託契約書上の自動更新条項については、翌年度に支出が義務づけら

れる決定をその前年度に行うことと同義であり、債務負担行為として予算で定め

る（議会の議決）必要があるとしている。また、地方自治法第２３２条の３は、

「普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為（これを支出負担

行為という。）は、法令又は予算の定めるところに従い、これをしなければならな
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い。」と規定しており、第２１４条は、「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明

許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担す

る行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。」と

規定している。 

これを本件についてみると、政策企画課は、本件契約について、本件事業者と単

年度契約を結ぶことを前提に契約事務を進めていたとのことであるが、令和４年

度の本件契約の更新に当たっては、債務負担行為による予算措置を講じずに、本

件契約の自動更新条項に基づき、契約の更新を行っている。 

自治体予算は予算単年度主義をとっており、複数年の契約は原則的には認めら

れていないが、地方自治法第２１４条の規定に基づく債務負担行為又は第２３４

条の３に基づく長期継続契約によって、例外的に複数年契約が可能となる。 

したがって、本件契約は、自動更新条項を定めているが、地方自治法第２３２条

の３の規定により自動更新条項を設けることはできないから、本件契約の更新に

当たっては、自動更新条項を削除し、単年度契約に改めるか、次年度以降にわた

って支出を伴う契約を締結する場合は、債務負担行為を設定し、予算措置を講ず

るべきである。また、次の契約についても、同様の事案が見受けられるので、併せ

て契約内容を見直されたい。 

(ｱ) ふるさと納税支援業務委託契約書 

(ｲ) ふるさと納税ポータルサイト利用契約書 

(ｳ) 特別出店に関する覚書（ふるさと納税） 

(ｴ) ふるさと納税参加申込書 

(ｵ) 本件契約書以外のふるさと納税に関する業務委託契約書 

（総務企画部政策企画課） 

 

イ 銀行派出窓口派遣に関する業務委託について 

会計課は、令和４年４月１日に、銀行派出窓口派遣業務において、指定金融機関

（以下「本件金融機関」という。）と五島市派出事務取扱に関する協定（以下「本

件協定」という。）を締結している。本件協定書の第８条第 1項は、「この協定の

有効期間は、令和４年４月１日から令和５年３月３１日までとする。ただし、期

間満了２カ月前までに甲または乙（五島市と本件金融機関）から別段意思表示が

ないときは、さらに１年間有効とし、以後もこの例による。」と規定している。こ

れは、いわゆる自動更新条項であり、これにより、本件協定は、期限到来ととも

に次年度の予算を義務付ける内容となっている。 

会計課によると、本件協定については、自動更新条項を含む契約等について債務

負担行為を設定しなければならない認識がなかったため、令和４年度の本件協定
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書の自動更新条項に基づき、令和５年度において、債務負担行為の設定をするこ

となく協定を更新しているとのことである。 

本件協定についても、アの理由により、自動更新条項を設けることはできない

から、本件協定の更新に当たっては、自動更新条項を削除し、単年度の協定に改

めるか、次年度以降にわたって支出を伴う協定を締結する場合は、債務負担行為

を設定し、予算措置を講ずるべきである。 

（会計課） 


